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【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線リソース管理に関連する複数のコンフィグレーションを支援する移動体通信ネット
ワークにおける無線ネットワーク・ノードのための方法であって、
　前記複数のコンフィグレーションの各コンフィグレーションを無線ネットワーク暫定識
別子（ＲＮＴＩ）と関連付けるステップと、
　無線リソース管理に関連する、ＲＮＴＩにより特定可能な少なくとも一つのコンフィグ
レーションを送信するステップと、
　帯域外ダウンリンク制御チャネルで、アクティブにすべき前記コンフィグレーションを
特定するＲＮＴＩを送信することにより、一つのコンフィグレーションをアクティブにす
るステップとを有し、
　前記複数のコンフィグレーションの各々は、前記帯域外ダウンリンク制御チャネルで受
信したスケジューリング命令をユーザ装置（ＵＥ）が解釈する方法を規定する複数のスケ
ジューリング規則を含む種々のスケジューリング方法を特定することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記帯域外ダウンリンク制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　基本ＲＮＴＩに対して相対的なＲＮＴＩ値の集合を示すことにより、ＲＮＴＩの割り当
てが圧縮されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　無線リソース管理に関連する追加的なコンフィグレーションを送信するステップを更に
有し、
　前記追加的なコンフィグレーションは、追加的なＲＮＴＩにより特定可能であることを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ＲＲＣメッセージで前記少なくとも一つのコンフィグレーションと対応する識別子とを
送信することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記コンフィグレーションが永続的スケジューリングコンフィグレーションであること
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を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　移動体通信ネットワークにおけるユーザ装置（ＵＥ）のための方法であって、前記ＵＥ
は、無線リソース管理と関連する複数のコンフィグレーションを記憶し、使用するよう構
成され、前記方法は、
　前記複数のコンフィグレーションの各コンフィグレーションを無線ネットワーク暫定識
別子（ＲＮＴＩ）と関連付けるステップと、
　無線リソース管理に関連する、ＲＮＴＩにより特定可能な少なくとも一つのコンフィグ
レーションを受信するステップと、
　ＲＮＴＩを帯域外ダウンリンク制御チャネルで受信するかどうかと、前記複数のコンフ
ィグレーションの一つに関連するＲＮＴＩを何時受信するかを監視するステップと、
　前記受信したＲＮＴＩにより特定したコンフィグレーションをアクティブにするステッ
プとを有し、
　前記コンフィグレーションの各々は、前記帯域外ダウンリンク制御チャネルで受信した
スケジューリング命令をユーザ装置（ＵＥ）が解釈する方法を規定する複数のスケジュー
リング規則を含む種々のスケジューリング方法を特定することを特徴とする方法。
【請求項８】
　基本ＲＮＴＩに対して相対的なＲＮＴＩ値の集合を示すことにより、ＲＮＴＩの割り当
てが圧縮されることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記無線リソース管理に関連する追加的なコンフィグレーションを受信するステップを
更に有し、前記追加的なコンフィグレーションは、追加的なＲＮＴＩにより特定可能であ
ることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　ＲＲＣメッセージで前記少なくとも一つのコンフィグレーションと対応する識別子とを
受信することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記コンフィグレーションが永続的スケジューリングコンフィグレーションであること
を特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　無線リソース管理に関連する複数のコンフィグレーションをサポートする移動体通信ネ
ットワークに接続可能な無線ネットワーク・ノード（８０１）であって、
　前記複数のコンフィグレーションの各コンフィグレーションを無線ネットワーク暫定識
別子（ＲＮＴＩ）に関連付けるユニット（８０２）と、
　無線リソース管理に関連する、ＲＮＴＩにより特定可能な少なくとも一つのコンフィグ
レーションを送信する送信機（８０２）と、
　帯域外ダウンリンク制御チャネルで、アクティブにすべき前記コンフィグレーションを
特定する所定タイプの識別子を送信することにより、一つのコンフィグレーションをアク
ティブにするユニット（８０３）とを備え、
　前記複数のコンフィグレーションの各々は、前記帯域外ダウンリンク制御チャネルで受
信したスケジューリング命令をユーザ装置（ＵＥ）が解釈する方法を規定する複数のスケ
ジューリング規則を含む種々のスケジューリング方法を特定することを特徴とするネット
ワーク・ノード。
【請求項１３】
　基本ＲＮＴＩに対して相対的なＲＮＴＩ値の集合を示すことにより、ＲＮＴＩの割り当
てが圧縮されることを特徴とする請求項１２に記載のネットワーク・ノード。
【請求項１４】
　前記コンフィグレーションが永続的スケジューリングコンフィグレーションであること
を特徴とする請求項１２に記載のネットワーク・ノード。
【請求項１５】
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　移動体通信ネットワークに接続可能なユーザ装置（ＵＥ）（８１０）であって、
　無線リソース管理に関連する複数のコンフィグレーションを記憶し、使用するよう前記
ＵＥが構成され、
　前記ＵＥは、
　前記複数のコンフィグレーションの各コンフィグレーションを無線ネットワーク暫定識
別子（ＲＮＴＩ）に関連付けるユニット（８１１）であって、前記関連付けるユニットが
、無線リソース管理に関連する、ＲＮＴＩにより特定可能な少なくとも一つのコンフィグ
レーションを受信する受信機（８１４）を備えるところのユニットと、
　前記ＲＮＴＩを受信したかどうかを監視するモニタ（８１２）と、
　前記複数のコンフィグレーションの一つに関連するＲＮＴＩを受信した場合、前記受信
したＲＮＴＩで特定されるコンフィグレーションをアクティブにするユニット（８１３）
とを備え、
　前記複数のコンフィグレーションの各々は、帯域外ダウンリンク制御チャネルで受信し
たスケジューリング命令をユーザ装置（ＵＥ）が解釈する方法を規定する複数のスケジュ
ーリング規則を含む種々のスケジューリング方法を特定することを特徴とするＵＥ。
【請求項１６】
　基本ＲＮＴＩに対して相対的なＲＮＴＩ値の集合を示すことにより、ＲＮＴＩの割り当
てが圧縮されることを特徴とする請求項１５に記載のＵＥ。
【請求項１７】
　前記コンフィグレーションが永続的スケジューリングコンフィグレーションであること
を特徴とする請求項１５に記載のＵＥ。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】移動体通信ネットワークにおける方法と装置
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信ネットワークにおける方法と装置に関する。具体的には、無線リ
ソースに関連したコンフィグレーションの設定に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）は、ＧＭＳを成功させるために設計され
た第３世代移動体通信技術の一つであり、３ＧＰＰロング・ターム・エボルーション（Ｌ
ＴＥ）は、ＵＭＴＳ標準を改善するための第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３
ＧＰＰ）内のプロジェクトである。ＵＭＴＳ地上波無線アクセス・ネットワーク（ＵＴＲ
ＡＮ）はＵＭＴＳシステムの無線アクセス・ネットワークであり、発展型(evolved)ＵＴ
ＲＡＮ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）はＬＴＥシステムの無線アクセス・ネットワークである。ＵＴ
ＲＡＮでは、ユーザ装置（ＵＥ）は、ノードＢ（ＮＢ）と名付けた無線基地局に無線で接
続されてあり、ＮＢは無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）によって制御されている。Ｒ
ＮＣはコア・ネットワークに更に接続されている。しかしながら、Ｅ－ＵＴＲＡＮの無線
基地局は発展型ノードＢ（ｅＮＢ）といわれ、ｅＮＢはコア・ネットワークに直接接続さ
れる。
【０００３】
　ＵＴＲＡＮでは、資源管理に関連する様々なコンフィグレーションで各ＵＥを構成する
。その様なコンフィグレーションの例はスケジューリングコンフィグレーションであり、
ＭＩＭＯ（多入力多出力）コンフィグレーション、測定コンフィグレーションおよびＤＲ
Ｘコンフィグレーションである。従って、ＵＥには、例えば、一つの特定のスケジューリ
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ングコンフィグレーションが与えられ、スケジューリングコンフィグレーションに基づく
スケジューリング命令を受信した場合は、ＵＥはある方法で振舞うべきである。
【０００４】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮでは、同じ形式の無線リソース管理に関連した複数のコンフィグレーシ
ョンを処理できることが望まれる。例えば、複数のスケジューリングコンフィグレーショ
ンを処理し、複数の異なるスケジューリングコンフィグレーション間を切り替わることが
できるよう望まれるであろう。ＲＲＣ（無線リソース制御）手順を有する単一のコンフィ
グレーションを再構成する現在の手順は、二つ以上のコンフィグレーションを使用する場
合は余りにも遅いであろう。
【０００５】
　もっと具体的には、コンフィグレーション間の切換えをすばやい方法で行なうことがで
きるように、ＵＥにおける複数のコンフィグレーションを設定し、再構成する必要がある
。
【０００６】
　更に、ＵＴＲＡＮでは、アクティブ化時刻を使用して、無線リソースに関連したコンフ
ィグレーションの同期した再コンフィグレーションを処理する。即ち、ある接続フレーム
番号（ＣＦＮ）の参照であるアクティブ化時刻を（より高いプロトコル・レイヤ・メッセ
ージである）無線リソース制御（ＲＲＣ）プロトコル・メッセージに含め、ノードＢと同
じ時刻にＵＥが新規のコンフィグレーションを使用し始めることを保証する。ＲＲＣメッ
セージはより低いプロトコル・レイヤでの再送信に制約される可能性があるので、メッセ
ージの再送信を可能とするよう、アクティブ化時刻を将来に向けて十分遠く設定しなけれ
ばならない。平均再送信遅延が小さい場合でも、何回かの再送信を必要とするメッセージ
が幾らかのパーセントで存在する。ＵＴＲＡＮにおける同期した再コンフィグレーション
が比較的長い遅延の原因となることに結びつく最悪ケースをも対象とするよう、アクティ
ブ化時刻を設定する必要がある。これらの遅延を避けることが、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおける
要望であった。
【０００７】
　ＵＴＲＡＮにおけるアクティブ化時刻のもう一つの望ましくない結果は、ＵＥにおける
ＲＲＣ手順の実行に著しい時間をとられる可能性があるという事実である。従って、ＵＴ
ＲＡＮ　ＲＲＣでは、ＵＥにおける幾つかの並行に進む手順の処理を特定することが必要
であった。この結果は、仕様における多くの複雑性もたらした。
【０００８】
　これらの欠点のため、Ｅ－ＵＴＲＡＮのＲＲＣ仕様における"アクティブ化時刻解決策"
を避けるよう、強い要望がある。
【０００９】
　ＵＥと無線基地局との間で同期を必要とする可能性のあるＲＲＣコンフィグレーション
の例は、スケジューリング、ＭＩＭＯパラメータ、ＣＱＩ報告の切換えである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　それ故、本発明の目的は、無線リソースに関連するコンフィグレーションを管理するた
めの改善した方法と装置を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一つのコンフィグレーションを識別する所定タイプの識別子で識別可能なコンフィグレ
ーションをアクティブにするため、帯域外制御チャネルでその識別子を使用することによ
り、上記目的を達成する。その識別子に対応するコンフィグレーションをアクティブにす
べきである場合、本識別子をネットワークからＵＥに送信する。これは、ＵＥと無線基地
局の両方に、各コンフィグレーションと対応の各コンフィグレーションのアイデンティテ
ィとの間でマッピングすることを備える、ということを意味する。
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【００１２】
　本発明の第一の側面により、無線リソース管理に関連する複数のコンフィグレーション
を支援する移動体通信ネットワークにおいて、無線ネットワーク・ノードのための方法を
提供する。本方法で、複数のコンフィグレーションの各コンフィグレーションを所定タイ
プの識別子に関連付け、下り制御チャネルの帯域外で、アクティブにすべき前記コンフィ
グレーションを識別する所定タイプの識別子を送信することにより、一つのコンフィグレ
ーションをアクティブにする。
【００１３】
　本発明の第二の側面により、無線リソース管理に関連する複数のコンフィグレーション
を記憶し、使用するようＵＥを構成した移動体通信ネットワークにおいて、ＵＥのための
方法を提供する。本方法で、複数のコンフィグレーションの各コンフィグレーションを所
定タイプの識別子に関連付ける。所定タイプの識別子を受信するかどうかを監視し、コン
フィグレーションの一つに関連する所定タイプの識別子を受信した場合、所定タイプの受
信識別子が識別するコンフィグレーションをアクティブにする。
【００１４】
　本発明の第三の側面により、無線リソース管理に関連する複数のコンフィグレーション
を支援する移動体通信ネットワークに接続可能な無線ネットワーク・ノードを提供する。
本無線ネットワーク・ノードには、複数のコンフィグレーションの各コンフィグレーショ
ンを所定タイプの識別子に関連付けるユニットと、下り制御チャネルの帯域外で、アクテ
ィブにすべき前記コンフィグレーションを識別する所定タイプの識別子を送信することに
より、一つのコンフィグレーションをアクティブにするユニットとを備える。
【００１５】
　本発明の第四の側面により、無線リソース管理に関連する複数のコンフィグレーション
を記憶し、使用するようＵＥを構成した移動体通信ネットワークに接続可能なＵＥを提供
する。本ＵＥには、複数のコンフィグレーションの各コンフィグレーションを所定タイプ
の識別子に関連付けるユニットを備える。所定タイプの識別子を受信するかどうかを監視
するモニタを更に提供する。本ＵＥには、コンフィグレーションの一つに関連する所定タ
イプの識別子を受信する場合、所定タイプの受信識別子が識別するコンフィグレーション
をアクティブにするユニットを更に備える。
【００１６】
　本発明の実施形態が有する利点は、選択したコンフィグレーションを早くアクティブに
することができるということである。
【００１７】
　本発明の実施形態が有する更なる利点は、制御チャネルに過剰なシグナリング負担を持
ち込まずに、持続的スケジューリングおよびバンドリングのような、異なるスケジューリ
ング戦略を実装できるということである。
【００１８】
　本発明の実施形態が有するまた更なる利点は、本解決策は古くならないということであ
り、新規のスケジューリング戦略を持ち込む場合、ＰＤＣＣＨの追加の拡張を全く必要と
しない。新規の解決策を構成するより高いレイヤのプロトコルでそれらを可能とすること
により、新規のスケジューリング戦略を持ち込むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態がアクティブにできる、持続的スケジューリングと呼称する、
一つのコンフィグレーションを示す。
【図２】従来技術による通常のスケジューリング方法を示す。
【図３】本発明の実施形態による、無線基地局が如何にスケジューリング方法を識別する
第二のＲＮＴＩをセットアップするかを示す。
【図４】、
【図５】、
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【図６】、
【図７】本発明の更なる実施形態を示す。
【図８】本発明の実施形態による、ＵＥと無線基地局を示す。
【図９】、
【図１０】本発明の実施形態による方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の好ましい実施形態を示す添付の図面を参照して、本発明について以下に更に十
分に説明する。しかしながら、本発明は多くの異なる形式で実装できる可能性がり、本明
細書で説明する実施形態に制限されると解釈すべきでなく、むしろ、この開示が徹底的で
完全であり、当業者に本発明の範囲が十分に伝わるように、これらの実施形態を提供する
ものである。図面では、同じ参照記号は同じ要素を参照する。
【００２１】
　更に、当業者は認識するであろうが、プログラムしたマイクロプロセッサまたは汎用計
算機と連動して機能するソフトウエアを使用して、または特定用途向き集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）を使用して、またはそれら両方を使用して、以下本明細書で説明する手段、ユニット
および機能を実装してもよい。また、認識されるであろうが、本発明について主として方
法とデバイスの形式で説明するが、本発明はまた、計算機プログラム、同じく計算機プロ
セッサとプロセッサに連結したメモリを備えるシステムに具体化してもよく、ここでメモ
リは、本明細書で開示する機能を実行する可能性のある一つ以上のプログラムで符号化さ
れている。
【００２２】
　上述のように、本発明の目的は、複数の無線リソースに関連するコンフィグレーション
を処理する改善した方法と装置とを実現することである。一つのコンフィグレーションを
識別する所定タイプの識別子で識別可能なコンフィグレーションをアクティブにするため
、帯域外制御チャネルでその識別子を使用して、本目的を実現する。これは、ＵＥと無線
基地局の両方に、各コンフィグレーションと各コンフィグレーションの対応するＩＤとの
間のマッピングを備える、ということを意味する。所定タイプは、ＲＮＴＩ（無線ネット
ワーク一次識別子）であってもよく、帯域外制御チャネルは、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおけるＰ
ＤＣＣＨ（物理下り制御チャネル）であってもよい。例えば、各スケジューリングコンフ
ィグレーションは特定のＲＮＴＩに関連していてもよく、ＰＤＣＣＨでその関連のＲＮＴ
Ｉを検出する場合、スケジューリングコンフィグレーションをアクティブにする。これは
、様々なコンフィグレーション間ですばやく切り換えができるという結果をもたらす。コ
ンフィグレーションと、それらの各々の所定タイプのＩＤとの関連とを、ＵＥとネットワ
ークとで事前に定義してもよく、ネットワークからＵＥに、例えば、ＲＲＣメッセージを
介して、ランダム・アクセス応答で報知し、またはそれに含めて、送信してもよい。
【００２３】
　無線リソースコンフィグレーションＡでＵＥを構成し、少なくとも二次無線リソースコ
ンフィグレーションＢを含むメッセージ、例えば、ＲＲＣメッセージを無線基地局が送信
する、次の実施形態により、本発明を更に説明する。その結果、ＵＥは、一つの一次コン
フィグレーションＡと、少なくとも一つの二次コンフィグレーションＢとを持つ。もし二
次コンフィグレーションを含むメッセージを正しく受信し、ＵＥがそのメッセージで送信
されたコンフィグレーションを使用する準備ができていれば、ＵＥは肯定確認通知（例え
ば、レイヤ３のＲＲＣ再コンフィグレーション完了メッセージまたは、レイヤ２またはレ
イヤ３の肯定確認通知の形式のレイヤ確認）で応答する。制御チャネルでコンフィグレー
ションＡまたはコンフィグレーションＢを示す識別子を帯域外で送信して、無線基地局は
コンフィグレーションＡとコンフィグレーションＢのうちの一つをアクティブにする。上
述のように、識別子はＲＮＴＩ（無線ネットワーク一次識別子）であってもよく、制御チ
ャネルはＰＤＣＣＨ（物理下り制御チャネル）であってもよい。コンフィグレーションＡ
またはコンフィグレーションＢを識別するＲＮＴＩの送信は、ＰＤＣＣＨでスケジューリ
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ング命令の機能を持ち、ＲＮＴＩはＣＲＣ（巡回冗長検査）チェックサムに暗に符号化し
てもよい。コンフィグレーションＡとコンフィグレーションＢのうちの一つをＵＥが識別
することを目的したＲＮＴＩをＵＥが検出する場合、ＵＥはＲＮＴＩの検出をスケジュー
リング許可として解釈し、ＲＮＴＩが識別したコンフィグレーションをアクティブにする
。ｅＮＢとＵＥは、送信／受信した許可／割当が有効とした同じＴＴＩ中でアクティブに
したコンフィグレーションの使用を開始する（または、必要であれば、その後一定の数の
サブフレームの使用に本コンフィグレーションを取り込む）。
【００２４】
　ネットワークは、ＲＲＣ再コンフィグレーションメッセージに対してＬ２またはＬ３肯
定確認通知を受信した後に直ちにアクティブにすべきコンフィグレーションの表示を高速
制御チャネル例えばＰＤＣＣＨで送信できるので、この手順では、再送信遅延が実際に起
こる場合にはその再送信遅延を被るのみである。それ故、平均の再コンフィグレーション
遅延は、アクティブ化時刻を使用する手順よりはるかに少ない。
【００２５】
　上述のように、ＲＴＮＩの一つの実施形態によれば、下り制御チャネルＰＤＣＣＨのＲ
ＲＣメッセージで所定のタイプを送信する。ＲＲＣを介して（一つまたは幾つかのＲＲＣ
メッセージで）、ＰＤＣＣＨの２個の識別子ビットで４個の異なるコンフィグレーション
を設定できる。次に、ＰＤＣＣＨで送信した識別子を使用して、同期したやり方でこれら
のコンフィグレーション間で迅速に切換えることができ、これは、ｅＮＢおよびＵＥが同
時に本コンフィグレーションを使用し始めるということを意味する。追加のＲＲＣ手順は
全く必要としない。
【００２６】
　また、注意すべきことであるが、本発明の実施形態による解決策は、それらがコンフィ
グレーション間で異なるどんな特徴にも依存しないという意味で一般的である。例えば、
もし２個のコンフィグレーションのみがＵＥで構成されているなら、第一のコンフィグレ
ーションは、永続的にスケジューリングされた単一アンテナである可能性があり、第二の
コンフィグレーションは永続的にスケジューリングされていないＭＩＭＯアンテナである
可能性がある。その他の組合せまたは機能的相違は、例えば、ＭＩＭＯコンフィグレーシ
ョン、測定コンフィグレーション、ＤＲＸコンフィグレーションおよびスケジューリング
コンフィグレーションを含めて適用可能であろう。例にはＭＩＭＯコンフィグレーション
を含み、例えば、空間多重化に一つのコンフィグレーションを設定し、送信ダイバーシテ
ィにもう一つのコンフィグレーションを設定する。複数の測定コンフィグレーションには
、本発明によりアクティブにできる可能性のある、様々な閾値レベルを含む移動度測定の
ための様々なコンフィグレーションを含む可能性がある。ＤＲＸ動作を定める複数の集合
のパラメータを設定するという複数のＤＲＸコンフィグレーション（例えば、バッテリ消
費の応答時間を最適化するもの）を設定することにより、ＤＲＸのバリエーションを獲得
できる可能性があり、逆の場合も同じである。
【００２７】
　スケジューリングコンフィグレーションの同期したアクティブ化に関しては、通常のス
ケジューリングコンフィグレーションにおいて、Ｅ－ＵＴＲＡＮのｅＮＢは上りおよび下
りの両方のリンクをスケジューリングし、物理下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）でスケジ
ューリング命令を送信する。上りまたは下り共用チャネル、または、上り共用チャネル（
ＵＬ－ＳＣＨ）または下り共用チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）それぞれでＵＥをスケジューリ
ングした時はいつでもＰＤＣＣＨに表示がある。通常の上りリンク・スケジューリングは
、ＵＥが、所定の次の送信時間間隔（ＴＴＩ）に対して有効なスケジューリング命令（許
可）を受信する、ということを意味する。通常のスケジューリングのためのＰＤＣＣＨの
スケジューリング命令の情報には、以下に関する情報を含む。
・無線リソース（リソース・ブロック）、即ち、ＵＥがデータを（ＤＬで）読む、または
データを（ＵＬで）送るべきところ、
・ＵＥが、ＵＬ／ＤＬ共用チャネルそれぞれでデータを送信／受信する"場所"と"方法"の
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両方を知るような、符号化、冗長バージョン、転送ブロック・サイズ等。ＰＤＣＣＨの情
報の詳細は、例えば、ＵＴＲＡＮのＨＳ－ＤＳＣＨに非常に似ており、ＨＳ－ＳＣＣＨは
、高速物理下り共用チャネルＨＳ－ＰＤＳＣＨでスケジューリングした送信の正しい解釈
に必要なこの帯域外情報を運ぶ。
【００２８】
　スケジューリングした送信において、その送信がどのＵＥを目的としているかを特定す
るため、帯域外制御チャネル（ＵＴＲＡＮ　ＤＬのＨＳ－ＳＣＣＨおよびＥ－ＵＴＲＡＮ
のＰＤＣＣＨ）で、スケジューリングした送信のＵＥＩＤ、ＲＮＴＩをまた運ばなければ
ならない。ＵＴＲＡＮでは、このＩＤを明示的には送信しないが、ＣＲＣ計算とＨＳ－Ｓ
ＣＣＨ通信路符号化に暗に含める。
【００２９】
　上記ＩＤは、単一のＵＥのみをスケジューリングする場合は、ＵＥに対して固有でなけ
ればならない。ＵＴＲＡＮでは、このＤＬ（ＨＳ－ＤＳＣＨ）ＩＤをＨＳ－ＲＮＴＩと呼
び、上りリンク（Ｅ－ＤＣＨ）スケジューリングは、Ｅ－ＲＮＴＩ（ＲＮＴＩ－無線ネッ
トワーク暫定ＩＤ）に基づく。
【００３０】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮでは、固有のＵＥＩＤに対する現在の略称はＣ－ＲＮＴＩであり、"Ｃ"
は、このＵＥＩＤがこのセル(cell)のＵＥに対して固有であることを反映している。
【００３１】
　以下に、本発明の実施形態に対する特別な例として、Ｅ－ＵＴＲＡＮを使用する。しか
しながら、本発明の以下の実施形態は全て、多くのＵＥが共有するチャネルでデータをス
ケジューリングする、同様な特性を有する任意の無線ネットワークに適用可能であるとい
うことは、当然明らかである。
【００３２】
　すでに注意したように、Ｅ－ＵＴＲＡＮのＵＥのスケジューリングは、上りリンクおよ
び下りリンクの両方において、ｅＮＢの責務である。
・下りリンクでは、正しいＵＥがデータを正確に復号できるよう、ＤＬ－ＳＣＨのそのデ
ータと並列にＰＤＣＣＨで情報を送信する。
・上りリンクでは、ＵＥがＵＬ－ＳＣＨでデータを送信する場合、ＵＥがそのデータを正
しく復号し送信できるよう、イベントの前にＰＤＣＣＨで情報を送る。
【００３３】
　従って、上記で説明した通常のスケジューリングおよび"永続的スケジューリング"また
は"半永続的スケジューリング"と呼称するスケジューリング方法のような様々なスケジュ
ーリングコンフィグレーションを管理し、アクティブにするよう、本発明の実施形態を使
用してもよい。（半）永続的スケジューリングでもって、幾つかのＴＴＩに及んで有効性
を持つスケジュール許可１００を出すことにより、ＰＤＣＣＨ制御チャネルのトラヒック
量を削減することが望まれている。その間永続的許可が有効であるこれらの複数のＴＴＩ
は、周期的に、例えば、ボイス・オーバ・インターネット・プロトコル（ＶｏＩＰ）トラ
ヒックに対して特に有益な可能性のある２０ｍｓ毎に発生し得るであろう。或いは、永続
的許可は幾つかの連続するＴＴＩに及ぶことができるであろう。従って、永続的スケジュ
ーリングコンフィグレーションは、永続的スケジューリングの周期性を示す可能性がある
。
【００３４】
　許可が周期的に有効であるという永続的スケジューリングを図１に示す。
【００３５】
　それ故、本発明の実施形態を使用することにより、下り帯域外制御チャネ（例えば、Ｐ
ＤＣＣＨ）で発生し、シグナリングしたスケジュール許可が、単一のＴＴＩの間のみ有効
（通常のスケジューリング）であるかどうか、または、許可の有効性が永続的かどうか、
即ち、許可の有効性が幾つかのＴＴＩに及ぶかどうかを示すため、コスト効率的な解決策
を提供する。
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【００３６】
　所定タイプの幾つかの追加のＩＤを使用して、これを実現する。本発明の実施形態によ
れば、本所定タイプは無線ネットワーク暫定識別子（ＲＮＴＩ）であり、それは、異なる
"スケジューリング方法"が、スケジューリングでＲＮＴＩのどれを使用するか、およびＲ
ＮＴＩを帯域外チャネル、例えば、ＰＤＣＣＨでどこで運ぶかに依存して適用できるよう
、帯域外制御チャネルで送信される。
【００３７】
　その結果、通常のスケジューリングした送信に使用するＲＮＴＩとは別のＲＮＴＩで永
続的スケジューリングをスケジュールしてもよく、通常のスケジューリングした送信に使
用するＲＮＴＩとは別の更なるＲＮＴＩでもう一つの永続的スケジューリングをスケジュ
ールする。
【００３８】
　別の実施形態には、より上位のレイヤ・プロトコルを使用して、ＲＮＴＩとＲＮＴＩに
関連するスケジューリング計画を構成する解決策を含む。即ち、より上位のレイヤ・プロ
トコルは、ＵＥと無線基地局の両方が知っているべき、各スケジューリング方法と対応す
るＲＮＴＩとの間のマッピングを提供する。
【００３９】
　その上、ＲＮＴＩとそれに関連したスケジューリング方法を構成する、より上位のレイ
ヤ・プロトコル、即ち、ｅＮＢからＵＥへのコンフィグレーションの送信は、ＲＲＣまた
はメディア・アクセス制御（ＭＡＣ）であってもよい。コンフィグレーションは、ＵＥ固
有または幾つかのＵＥに（通常は、セル内の全ＵＥに、即ち、セル全体にわたって）共通
、またはそれらの組合せ（例えば、セル全体にわたるスケジューリング方法のコンフィグ
レーションに関連するＵＥ固有のＲＮＴＩ）であり得る。共通チャネルの報知またはシグ
ナリングがセル全体のコンフィグレーションを典型的に実行する個別シグナリングによっ
て、ＵＥ特定のコンフィグレーションは通常は実行される。デフォルトコンフィグレーシ
ョンもまた、本仕様によって提供可能である。
【００４０】
　更に、本発明の実施形態はまたＵＥに関係し、ＵＥは、複数のスケジューリング方法の
ような複数の無線リソースコンフィグレーションで構成し、そして、所定タイプの幾つか
のＩＤ、例えば、ＲＮＴＩを監視するよう構成する。もし、より上位のレイヤでＵＥを構
成するなら、帯域外制御チャネルのスケジューリング命令に関連して検出された所定タイ
プのＩＤのどれかに依存する様々なスケジューリング方法に従ってＵＥは動作する。
【００４１】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮでは、帯域外制御チャネルはＰＤＣＣＨチャネルであり、ＲＮＴＩはＣ
－ＲＮＴＩであり、スケジュールしたデータはＤＬ－ＳＣＨまたはＵＬ－ＳＣＨで運ばれ
る。
【００４２】
　ＵＴＲＡＮでは、帯域外制御チャネルはＵＴＲＡＮの帯域外制御チャネルであり、ＲＮ
ＴＩはＨＳ－ＲＮＴＩまたはＥ－ＲＮＴＩであり、データはＨＳ－ＤＳＣＨまたはＥ－Ｄ
ＣＨで運ばれる。
【００４３】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮシナリオにおける次の例で、上記の実施形態を示すが、そこでは、所定
の形式はＣ－ＲＮＴＩであり、帯域外制御チャネルはＰＤＣＣＨである。第一に、ＲＲＣ
　ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるｅＮＢに接続されているＵＥを仮定する。従来技術によ
れば、このＲＲＣ　ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態では、ｅＮＢが発生する任意のスケジューリ
ング命令がこのＵＥに一意的に宛てることができるよう、ＵＥはセルに固有のＣ－ＲＮＴ
Ｉを持っている。この通常のスケジューリング方法を"スケジューリング方法Ａ"と称する
。現状技術のシナリオを図２に示す。
【００４４】
　図２で、より高いレイヤ・シグナリングを使用して、ＵＥにＣ－ＲＮＴＩを割当ててい
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た。次に、ＵＥはＰＤＣＣＨチャネルを監視し、もし、図２に示すようにＰＤＣＣＨのそ
の割当てたＣ－ＲＮＴＩＩＤを識別するなら、ＵＥは方法Ａによるスケジューリング命令
に従う。下りリンク送信のｅＮＢから本スケジューリング命令を送信してもよい。
【００４５】
　ここで、本発明の一つの実施形態により、少なくとも所定タイプの第二のＩＤを使用し
、本第二のＩＤで様々なスケジューリング方法を識別できる。この場合、追加のＣ－ＲＮ
ＴＩをＵＥに割当て、この追加のＣ－ＲＮＴＩは、ＵＥが方法Ｂによるスケジューリング
命令に当然従うことを意味してもよい。
【００４６】
　例えば、永続的スケジューリング（スケジューリング方法Ｂ）が有益であり得る、Ｖｏ
ＩＰ接続をセットアップすることが望まれる可能性がある。或いは、もう一つのスケジュ
ーリング方法Ｂが有益でありそうな、悪いサービスアリアの領域に端末が移動していると
いうことを識別する可能性がある。希望のスケジューリング方法にもかかわらず、図３に
示すように、"スケジューリング方法Ｂ"を特定する第二のＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ＿Ｂ）
をここでセットアップする。
【００４７】
　図３で、ＲＲＣシグナリングを使用して第二のスケジューリング方法Ｂを構成し、ここ
で方法ＢはここでＣ－ＲＮＴＩ＿Ｂに関連付けられている。ここに示した２個のＲＮＴＩ
と、対応する２つのスケジューリング方法とに加えて、追加のＲＮＴＩと対応するスケジ
ューリング方法とを構成してもよい。スケジューリング方法の例は、"半永続的スケジュ
ーリング"および、送信バンドルのようなその他のスケジューリング方法、または各スケ
ジューリング方法に関連する様々なアンテナコンフィグレーションである。
【００４８】
　ここで、ＵＥは、２個のコンフィグレーションと、それぞれのスケジューリング方法と
それぞれのＣ－ＲＮＴＩとの関連とを受信した。結果として、ＵＥはＰＤＣＣＨ帯域外制
御チャネルをリスンし、もし第一のＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ＿Ａ）を識別するなら、構成
したスケジューリング方法Ａに従い、もし図４に示すように第二のＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴ
Ｉ＿Ｂ）を識別するなら、スケジューリング方法Ｂに従って動作する。
【００４９】
　例えば、もし方法Ｂが"半永続的スケジューリング"であるなら、ＵＥがＣ－ＲＮＴＩ＿
Ｂに関連するＰＤＣＣＨでスケジューリング命令を識別するのであれば、ＵＥは当然永続
的スケジューリングのためのスケジューリング規則に従い、図１に示す方法によってデー
タを送信または受信すべきである。
【００５０】
　それ故、様々なスケジューリング方法間で交替を繰り返すために、スケジューリング命
令として様々なＣ－ＲＮＴＩをＰＤＣＣＨに送信する。より高いレイヤ（望ましくはＲＲ
ＣまたはＭＡＣ）を介して、Ｃ－ＲＮＴＩに関連するスケジューリング命令を如何に解釈
すべきかについての詳細を構成する。これらの詳細には、例えば、以下のことを含む。
・許可の周期性、即ち、構成したＴＴＩまたはＨＡＲＱ手順毎に一度有効である許可。
・許可が有効である連続的なＴＴＩの数。
・ＵＥが各スケジュール済みＴＴＩ後に、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）フィー
ドバックを送信すべきかどうか、または構成したＴＴＩ数の後にフィードバックを送信す
るのみかどうかの表示。
・ＵＥが各スケジュール済みＴＴＩの後に受信ＨＡＲＱフィードバックを期待し動作すべ
きかどうか、または構成したＴＴＩ数の後に受信したＨＡＲＱフィードバックを期待し動
作するのみかどうかの表示。
・幾つかのＴＴＩの間、許可が有効である場合のため、および、各ＴＴＩで異なるデータ
（ＭＡＣ　ＰＤＵ）を送信すべきかどうか、または冗長バージョンのような異なる物理レ
イヤで同じデータ（ＭＡＣ　ＰＤＵ）を送信（繰り返す）すべきかどうかの表示。
【００５１】
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　無線リソース・ブロック、符号化方式、転送ブロック・サイズ等のような、ＰＤＣＣＨ
で送られたその他の情報に関して、ＵＥは第一の方法と第二の方法の両方のために共通ル
ールに従ってもよく、ＵＥは、より上位のレイヤが発行したコンフィグレーションに応じ
て様々な規則に従ってもよい。それ故に、ＵＥは、識別したＲＮＴＩおよび対応のコンフ
ィグレーションに依存して異なるように、ＰＤＣＣＨのビットを解釈してもよい。
【００５２】
　本解決策は、ＵＬ－ＳＣＨのＵＬ送信、同じくＤＬ－ＳＣＨのＤＬ送信の両方に対して
適用可能である。
【００５３】
　以前の例では、ＲＲＣ　ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態のＵＥを仮定したが、本発明の実施形
態はまた、ＲＲＣ　ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にないＵＥにも、具体的には、しかしこれに
限定されないが、ＲＲＣ　ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に入る前の、それ故、固有のＣ－ＲＮ
ＴＩを持つ前のＵＥに適用可能である。
【００５４】
　固有のＣ－ＲＮＴＩを獲得し、ＲＲＣ　ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に入るため、Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮでは、ＵＥが第一にランダム・アクセス署名を送信する場所で、ランダム・アクセ
ス手順を実行する。ｅＮＢがこの署名を検出すると、ＵＥは、図５に示すように、ランダ
ム・アクセス応答に依存する暫定Ｃ－ＲＮＴＩをＵＥに割り当てるランダム・アクセス応
答で応答する。複数のＵＥはランダム・アクセス署名を送信してしまってもよく、その結
果、同じランダム・アクセス応答を受信するであろう。それ故、複数のＵＥがそれを受信
した可能性があるから、暫定Ｃ－ＲＮＴＩは特定のＵＥに固有ではない可能性がある。も
し二個以上のＵＥが同じＣ－ＲＮＴＩを受信するなら、複数のＵＥが同じ暫定ＩＤの所有
権を想定するであろう。それらの第一のＵＬ　Ｌ３メッセージでは、両方のＵＥは、ｅＮ
Ｂからの次の応答でミラーバックされた、より長い固有のＩＤを明らかにするであろう。
この応答でそれ自身の長いＩＤを見つけ出さないＵＥは身を引かなければならず、応答で
それ自身の長いＩＤを見つけ出すまで新規のＲＡ手順を始める。
【００５５】
　上記で説明したように、本発明の実施形態はまた、暫定Ｃ－ＲＮＴＩまたはランダム・
アクセス応答かその他の上位のレイヤ・シグナリングを有するＣ－ＲＮＴＩのような複数
のＩＤを割当てて構成することにより、遅延とシグナリング・オーバヘッドを削減する方
法にも関係がある。図６にこれの例を提供する。
【００５６】
　基本的暫定Ｃ－ＲＮＴＩ＿０またはＣ－ＲＮＴＩ＿０に対して相対的な値の集合を示す
ことにより、暫定Ｃ－ＲＮＴＩとＣ－ＲＮＴＩ割当を圧縮できる。
Ｃ－ＲＮＴＩ＿ｉ＝ｆ（Ｃ－ＲＮＴＩ＿０、Ｎi）
　例えば、本集合は、（仕様によりシグナリングしたか与えた）幾つかの規則により、隣
接する値の範囲または非隣接の値の集合であり得る。例えば、
Ｃ－ＲＮＴＩ＿Ａ＝Ｃ－ＲＮＴＩ＿０
Ｃ－ＲＮＴＩ＿Ｂ＝Ｃ－ＲＮＴＩ＿Ａ＋１
　割り当てでまたは事前に定義して基本的な値を示すことができる。各追加の暫定Ｃ－Ｒ
ＮＴＩまたはＣ－ＲＮＴＩに対して、Ｎｉのみを示す必要がある。
【００５７】
　Ｎｉ＝ｉの場合に対しては、Ｎｉは個別にはシグナルされる必要はなく、Ｎｉの代わり
に、追加の暫定Ｃ－ＲＮＴＩまたはＣ－ＲＮＴＩの数のみを示すことにより、割り当てを
更に圧縮できる。図７に例を提供する。
【００５８】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮは、上述のように、暫定Ｃ－ＲＮＴＩをＣ－ＲＮＴＩに昇格すること、
または変換することを支援する。そのような昇格または変換からもたらされるＣ－ＲＮＴ
Ｉは、暫定Ｃ－ＲＮＴＩに関連するコンフィグレーションを継承できるか、または上位の
レイヤによって構成することができる。
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【００５９】
　本図はＥ－ＵＴＲＡＮに関する。しかしながら、本解決策は、ＩＤがＨＳ－ＲＮＴＩ、
Ｅ－ＲＮＴＩであり、制御チャネルが、例えば、Ｈ－ＳＣＣＨ、Ｅ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＲＧ
ＣＨであり、データ部分を運ぶデータ転送チャネルがそれぞれＨＳ－ＤＳＣＨとＥ－ＤＣ
Ｈである、ＵＴＲＡＮのようなその他のシステムに等しく適用可能である。
【００６０】
　それ故、新規のコンフィグレーションをアクティブにすべきであるという表示のために
、暫定Ｃ－ＲＮＴＩを使用して、本発明の実施形態によりＲＮＴＩを割当てた直後にコン
フィグレーション間の切換えが始まるよう、複数のコンフィグレーションをセットアップ
時に構成できる可能性がある。
【００６１】
　また、無線基地局は、無線リソースコンフィグレーション、例えば、コンフィグレーシ
ョンＡとコンフィグレーションＢに関する少なくとも２個の無線リソースコンフィグレー
ションを示すメッセージを送信してもよい。帯域外下り制御チャネルでの表示は、新規の
コンフィグレーションを使用に取り入れるべき場合にトグルする単一の表示ビットのみで
ある。拡張として、もし新規のコンフィグレーションメッセージを全く受信しなかった場
合、本表示ビットをトグルするなら、ＵＥは前のコンフィグレーションに戻るようトグル
する。２個の異なるコンフィグレーションを、それぞれ、一つの表示値にマッピングした
ＲＲＣプロトコルを介して、前もって構成することができ、ＰＤＣＣＨで送信した表示は
、それらの間の切換えを表示できる。
【００６２】
　ここで、ＵＥと本発明の実施形態による無線基地局とを示す、図８を参照する。
【００６３】
　無線基地局８０１は、無線リソース管理に関連する複数のコンフィグレーションを支援
する、移動体通信ネットワークに接続可能である。無線基地局８０１には、複数のコンフ
ィグレーションの各コンフィグレーションを所定タイプの識別子に関連付けるユニット８
０２を備える。コンフィグレーションを対応する識別子に関連付けるユニット８０２に接
続して、これらの関連を記憶する記憶装置８１６を提供してもよい。送信器８０４を介し
てＵＥに本コンフィグレーションを送信してもよい。加えて、送信器８０４で、アクティ
ブにすべき前記コンフィグレーションを特定する所定タイプの識別子を送信することによ
り、一つのコンフィグレーションをアクティブにするユニット８０３を提供する。下り制
御チャネルの帯域外で本識別子を送信する。
【００６４】
　更に、図８に示すように、無線基地局８０１を介して移動体通信ネットワークに接続可
能なＵＥ８１０を提供する。無線リソース管理に関連する複数のコンフィグレーションを
記憶８１５し、使用するようＵＥを構成する。ＵＥには、複数のコンフィグレーションの
各コンフィグレーションを所定タイプの識別子に関連付けるユニット８１１と、受信器８
１４が所定タイプの識別子を受信したかどうかを監視するモニタ８１２と、コンフィグレ
ーションの一つに関連する所定タイプの識別子を受信した場合、所定タイプの受信した識
別子が識別したコンフィグレーションをアクティブにするユニット８１３とを備える。例
えば、ＲＲＣメッセージで受信器８１４が本コンフィグレーションを受信してもよいし、
または前もって定義し、メモリ８１５に記憶してもよい。
【００６５】
　図９は、本発明の実施形態による無線基地局における方法のフローチャートである。ス
テップ９０１で、識別子に各コンフィグレーションを関連付ける。次に、複数のコンフィ
グレーションをＵＥ９０２、９０３に送信し、そして恐らくまた対応する識別子に関連を
送信する。無線基地局が一つのコンフィグレーションをアクティブ９０４にしたい場合、
アクティブにすべきコンフィグレーションに対応する識別子をＵＥに送信する。
【００６６】
　図１０は、本発明の実施形態によるＵＥにおける方法のフローチャートである。ステッ
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プ１００１で、識別子に各コンフィグレーションを関連付ける。無線基地局からの関連を
受信して、それを達成できる。次に、無線基地局１００２、１００３かあら複数のコンフ
ィグレーションを受信する。無線基地局が一つのコンフィグレーションをアクティブにし
たい場合、アクティブにすべきコンフィグレーションに対応する識別子をＵＥに送信し、
ＵＥが前記識別子を検出すると、本コンフィグレーションをアクティブにできる（１００
４）。
【００６７】
　本発明は、上記で説明した好ましい実施形態に限定されない。多くの変更、修正および
等価を使用してもよい。従って、上記の実施形態は、添付の特許請求項が定義する、本発
明の範囲を制限するものとして受け取られるべきではない。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【図８】

【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【図９】

【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【図１０】
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